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令和４年度保険料率（医療分）

1. これまでの議論の経緯

〇 令和４年度の保険料率については、協会の財政構造に大きな変化がなく、また、新型コロナウイルス感染症の影響
により先行きが不透明である中で、今後の５年収支見通しのなか、人口構造の変化や医療費の動向、後期高齢者支
援金の増加などを考慮した中長期的な視点、平成２９年１２月１９日の運営委員会にて理事長より示した、「今後の保
険料率のあり方については、中長期で考えるという立ち位置を明確にしたい」旨の考えを踏まえ、運営委員会にお
いて議論が進められた。 （３頁参照）

〇 運営委員会では、「制度の安定的な運営のため、今は平均保険料率１０％を維持することが重要」、「これまで中長
期的な視点で考えることを貫いてきており、平均保険料率は１０％維持が妥当」など、１０％維持に賛同する意見が
大勢を占めていた。（４～５頁参照）

〇 支部評議会においては、意見の提出があった支部は４５支部あり、そのうち、平均保険料率１０％維持の意見が３１
支部、引き下げるべきとの意見が４支部、平均保険料率１０維持の意見と引き下げるべきとの意見の両方の意見（両
論併記）が１０支部となった。

なお、両論併記の意見があった１０支部のうち、７支部では平均保険料率１０％維持の意見が多数を占めていた。
（６頁参照）

2. 協会としての対応

（１）平均保険料率について
令和４年度の平均保険料率については、１０％を維持する。

（２）保険料率の変更時期について
令和４年４月納付分からとする。
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第89回全国健康保険協会運営委員会（平成29年12月19日）
保険料率議論における理事長発言要旨（抜粋）

○ 今回の議論に当たり、協会の保険料率の設定には裁量の幅があり、財政状況の期間をどのように考えるかは選択の
問題ではあるが、より中長期の財政見通しも踏まえながらご議論いただくため、委員の皆様からのご提案に基づき、
今回は今後の保険料率のシミュレーションを新たに提示させていただいた。

○ これを見ると、平均保険料率の10％を維持した場合であっても、中長期的には10％を上回るという大変厳しい結
果となっている。このシミュレーションでは、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る財政の赤字構造が続いていくこと
や、団塊の世代が全て後期高齢者となっている2025年度以降も高齢者医療への拠出金が増大していくことが前提
となっているが、医療費適正化等の保険者努力を尽くしてもなお、こうした前提は現実として直視せざるを得ない状
況にあると考えている。

○ 今回、運営委員や各支部の評議員の皆様からの意見では、平均保険料率10％維持と引下げの両方のご意見をいた
だいた。従来から平均保険料率10％が負担の限界であると訴えてきており、やはり中長期で見て、できる限りこの負
担の限界水準を超えないようにすることを基本として考えていく必要がある。

○ また、協会けんぽは被用者保険のセーフティネットとしての役割が求められ、それを支えるために、厳しい国家財政
の中でも多額の国庫補助が投入されていることも踏まえれば、加入者や事業主の皆様はもちろんのこと、広く国民に
とって十分にご理解いただける保険料率とする必要があると考える。

○ 最後に、来年度（※平成31年度）以降の保険料率についての議論のあり方について、一言申し上げたい。これまで3
年間、財政的に余裕があるという恵まれた、しかし同時に議論が難しい状況において、保険料率の議論を行ってきた
が、先ほども申し上げたとおり、医療費の伸びが保険料のベースとなる賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造や
更なる人口高齢化に伴う拠出金の増大は、容易に変わるとは考えられず、このため収支見通しが大幅に変わるとも考
えにくい。

保険料率をどれほどのタイムスパン、時間の幅で考えるかは保険者としての裁量の問題、選択の問題であるが、私ど
もとしては、やはり中期、5年ないし2025年問題と言われている以上、その辺りまで十分に視野に入れなければなら
ないと考えている。3回目の議論を終えるに当たり、中長期で考えるという立ち位置を明確にしたいと考えている。



■ 令和4年度の平均保険料率を10％とすることに異論はないが、準備金を取組の原資として有効活用してほしい。取
組例として、健康経営セミナーの積極的な開催や事業所カルテ配布活動の強化などが考えられる。事業主が健康経営
に取り組み、従業員が心身ともに健康な状態で働くことにより、生産性の向上や企業経営への好影響が期待できるも
のである。

■ 支部評議会の意見では、平均保険料率10％を維持するべきとの意見が多くなっているが、これらは、将来的な負担
増を考慮しての消極的な賛成と思われる。これまでのように、中長期的な観点で平均保険料率を10％に据え置くだけ
では、各支部の評議員、事業主や被保険者の納得は得られないと考える。

本運営委員会でも、支部から出されている保険料率の引き下げや準備金の還元・活用、国庫補助率の引き上げ等の
意見について、しっかりと受け止めて検討して欲しい。このような検討を行う場合、特に被保険者の意見を反映させる
必要があると考えている。被保険者に、協会が国庫補助の約3倍の額を高齢者医療への拠出金として負担していること
を知っていただくよう、十分周知広報してもらいたい。そうすることで、被保険者自ら声を出してもらうことが可能とな
ると思う。

国民皆保険を維持するために、協会けんぽが今後どうあるべきなのか、どこまで保険料の負担ができるのかなどを
考えた上で、大きな視点で政府に要望していく時期にきているのではないか。

■ 本来であれば、わずかでも保険料率を引き下げ、事業主の負担を軽減していただきたい。一方で、協会けんぽの財政
状況は赤字構造が続き、今後新型コロナウイルス感染症の感染再拡大等がないとは言えず、将来的にも不安定な状況
が続くことが見込まれる。これらを踏まえると、制度の安定的な運営のために、今は平均保険料率10％を維持すること
が重要である。

国庫負担については、各支部の評議会で多くの支部から上限の20％まで引き上げを要望する意見が出ている。準
備金残高が積み上がっている中で、加入者への還元策として特定健診等の補助率の引き上げを何とか実現し、協会け
んぽの運営を維持していただきたい。

■ 平均保険料率が頻繁に変動すると、医療保険制度に対する不安感につながると感じる。これまで中長期的な視点で
考えることを貫いてきており、平均保険料率は10％維持が妥当であると考える。

一方で、準備金の残高がかなり積みあがっていることも事実であり、支部評議会の意見でも「加入者に還元すべき」
という意見が出ている。また、法定準備金の積立額は1か月分で妥当なのか、という支部評議会の意見には同感である。

令和４年度保険料率に関して運営委員会（令和３年１１月２６日開催）で出されたご意見

１．平均保険料率及び準備金
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■ 保険料の負担感も高まっているが、被保険者の立場として、健全な運営を将来にわたって継続するために安定した
財政基盤を確保する必要性は理解できる。したがって、令和４年度の平均保険料率について10％を維持することは、
セーフティネットとしての役割の観点からやむを得ないと考えるが、2点踏まえていただきたい。

1点目は、被保険者や事業主の納得性を高めるべく、より丁寧な説明に努めていただきたい。
2点目は、被保険者や被扶養者の健康増進のための様々な事業を行っていただきたい。
また、どの程度まで準備金を積み上げておくことが妥当なのか、ということを検討するのは本運営委員会の役割で

はないか。

■ 被保険者にとっては、保険料率を引き下げて負担を少しでも軽くすることが一番だが、今後のことを考えると10％
維持が妥当。
準備金に関しても、準備金が5か月分積み上がっていることを踏まえ、準備金のあり方や還元策を含めて検討いただ

きたい。

■ 基本的には平均保険料率10％維持を支持する。一旦、保険料率を引き下げたとしても、また引き上げることが視野
に入っている以上は、なるべく平均保険料率10％を維持していくことが事業主の立場に立っても望ましいと考える。

準備金が積み上がっていることで、様々な意見が出ていることも理解する。加入者、事業主、保険者、いずれにもメ
リットが受けられるような方策を真剣に考えることが求められており、そのための検討・議論を早急にすべきである。ま
た、シミュレーションの信頼性、整合性等を確認したうえで、更に議論が進むことを期待したい。

令和４年度保険料率に関して運営委員会（令和３年１１月２６日開催）で出されたご意見
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■ 令和４年４月納付分から変更することについて、特段の異論はなし。

2. 保険料率の変更時期



令和４年度保険料率について（支部評議会における主な意見）

令和３年10月に開催した各支部の評議会での意見については、協会は、
・医療費の伸びが賃金の伸びを上回る赤字構造や、今後、団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年

度以降も後期高齢者支援金が増大していくなど、楽観視できない現実がある中で、できる限り平均保
険料率10％を超えないようにということを基本に考えている

・協会の財政について、「大きな変動がない限り、中長期に考えていきたい」という基本的なスタンス
を変えていない

ことについて評議会で説明した上で、特段の意見があれば提出していただくこととしている。
意見書の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。

※ 保険料率の変更時期については、４月納付分（３月分）以外の意見はなし。

※（ ）は昨年の支部数

意見の提出なし ２支部（６支部）

意見の提出あり ４５支部（４１支部）

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 ３１支部（３１支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 １０支部（５支部）

③ 引き下げるべきという支部 ４支部（２支部）

④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし） ０支部（３支部）
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機密性1

更なる保健事業の充実に向けた検討について

１. 趣旨
〇 ９月16日及び11月26日の運営委員会でいただいたご意見を踏まえ、
・ 戦略的保険者機能の一層の強化の必要性
・ 加入者・事業主の目に見える形での保健事業の充実の必要性
といった観点から検討を進めることとする。

２. 検討内容
〇 現在の保険者機能強化アクションプラン（第５期）では、保健事業の基本となる「特定健診・特定保健指導
の推進」、「コラボヘルスの取組」、「重症化予防の対策」の３本柱を着実に実施する。
その上で、まずは４年度からLDLコレステロール値に着目した受診勧奨を実施。さらに、支部保険者機能強化
予算を活用した喫煙対策、メンタルヘルス等の保健事業も推進しつつ、令和５年度にパイロット事業を実施し、
保険者機能強化アクションプラン（第６期）（６年度～８年度）に向けて以下を検討する。

（１） 重症化予防対策の充実（６年度から実施）
・ 被扶養者を対象とした、高血圧等に係る未治療者への受診勧奨の実施

（２） 支部主導の保健事業の実施（６年度から実施）
・ 喫煙、メンタルヘルス等に着目した新たなポピュレーションアプローチ等、支部ごとの独自性を生かした支部
主導の保健事業の実施

（３） 健診・保健指導の充実・強化（６年度以降に実施）
・ 健診等実施率の向上を図るための具体的方策を検討（利用者負担額の軽減を含めて検討）
※ 健診内容の充実については、国における特定健康診査等基本指針の見直しの動向（令和４年度中に
取りまとめ）を踏まえることとする。

令和3年12月17日
第114回運営委員会資料
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令和２年度の都道府県支部別の収支差

令和４年度の都道府県単位保険料率の算定においては、健康保険法施行規則第135条の７に基づき、
令和２年度の都道府県支部ごとの収支における収支差について精算する必要がある。

収支差がプラスの場合は収入の「その他収入」に加算し、マイナスの場合は「▲」（マイナス記号）を外した値
を支出の「第３号経費」に加算する。
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インセンティブ制度による都道府県支部別加算額・減算額

加算額を支出の「第２号経費」に加算し、減算額を収入の「その他収入」に加算する。
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令和４年度 保険料率の見込みについて

下記の数値は震災に伴う波及増の告示額が令和４年１月下旬頃確定する予定であるため、暫定版である。

全国 静岡

5.29% 5.02%

内訳は

前期高齢者納付金等 3.44%
現金給付費（傷病手当金等） 0.46%
保健事業経費等 0.84%
その他 ▲0.03％

10.00% 9.77%

10.00% 9.75%
保険料率

(精算、インセンティブ反映後)

10.00% 9.74%

所要保険料率（a＋4.71）

4.71は全国一律

医療給付費についての調整後の保険料率（a）
（年齢、所得調整後）

保険料率
（精算反映後、インセンティブ反映前)

現行9.72％から0.03％の引き上げ
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※端数処理の関係で、数値が一致しない場合がある



介護分
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現行1.80％から0.16％の引き下げ
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静岡支部 保険料率の変遷

年度 健康保険料率 介護保険料率 合計

平成２７年度 9.92% 1.58% 11.50%

平成２８年度 9.89% 1.58% 11.47%

平成29年度 9.81% 1.65% 11.46%

平成30年度 9.77% 1.57% 11.34%

令和 元 年度 9.75% 1.73% 11.48%

令和 ２ 年度 9.73% 1.79% 11.52%

令和 3 年度 9.72% 1.80% 11.52%

令和 4 年度 9.75% 1.64% 11.39%


